
北
魏
廃
仏
研
究
に
つ
い
て

1

は
じ
め
に

呂
宗
力
「
魏
晋
南
北
朝
至
隋
禁
毀
讖
緯
始
末
」（『
高
敏
先
生
八
十
華
誕
纪
念
文
集
』
北
京 

綫
装
書
局 

二
〇
〇
六
年
）
の
二
四
五
頁
に
、

・
・
・
。
春
本
秀
雄
认
为
，
废
佛
禁
谶
出
于
同
一
理
由
：
据
《
宋
书
，
索
虏
传
》
和
《
魏
书
，
释
老
志
》，
北
魏
当
时
流
传
一
谣
谶
：

“
灭
虏
吴
也
。
”
太
武
帝
“
甚
恶
之
”
。
及
盖
吴
乱
起
，
其
名
恰
与
瑶
合
，
太
武
自
然
不
能
容
忍
，
必
平
之
而
后
快
。
恰
又
在

此
时
发
现
寺
院
有
通
盖
嫌
疑
，
加
上
崔
浩
等
人
的
煽
惑
，
遂
有
废
佛
禁
谶
之
举
。・
・
・
。（
・
・
・
。
春
本
秀
雄
は
次
の
よ
う
に
考

え
た
。
つ
ま
り
、
廃
仏
、
禁
讖
は
同
一
の
理
由
に
よ
る
と
し
た
。『
宋
書
』
索
虜
伝
と
『
魏
書
』
釈
老
志
に
北
魏
当
時
の
一
謠
讖
で

あ
る
「
虜
を
滅
す
る
は
呉
な
り
」
が
流
伝
し
て
い
た
と
あ
る
。
太
武
帝
は
は
な
は
だ
こ
れ
を
悪
み
、
蓋
呉
の
乱
起
に
及
び
、
そ
の
名

が
知
れ
渡
る
こ
と
が
、
太
武
帝
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
容
認
で
き
ず
、
こ
れ
を
征
伐
し
な
け
れ
ば
気
が
す
ま
な
か
っ
た
。
あ
た
か
も

ま
た
こ
の
時
期
に
寺
院
が
蓋
呉
に
通
じ
て
い
る
嫌
疑
を
発
現
し
て
、
崔
浩
等
の
煽
惑
も
加
わ
り
、
つ
い
に
、
廃
仏
禁
讖
の
挙
が
あ
っ

た
と
し
た
。・
・
・
。）

と
あ
る

（
１
）

。
更
に
、
同
書
の
二
四
四
頁
に
、

一

北
魏
廃
仏
研
究
に
つ
い
て

―
―
Ｃ
Ｎ
Ｋ
Ｉ
の
論
文
を
踏
ま
え
て
―
―

春

本

秀

雄
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６
７�

参
见
春
本
秀
雄
“

北
魏
太
武
帝
の
废
佛
と
图
谶
禁
绝
に
つ
い
て
の
一
试
论

”
，
载
中
村
璋
八
编
《
纬
学
研
究
论
丛
》，
東
京

平
河
出
版
社
，
１
９
９
３
年
版
，
第
２
９
９
～
３
２
４
页
。

と
あ
る
。
ま
た
、
張
箭
著
『
三
武
一
宗
抑
佛
综
合
研
究
』（
世
界
图
书
出
版
广
东
有
限
公
司�

二
〇
一
五
年
）
の
五
二
〇
・
五
二
一
頁
の
「
附

录�

Ⅱ�

主
要
参
考
文
献
」
に
、

［
７
３
］［
日
］
春
木

（
２
）

秀
雄
．
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
に
つ
い
て
の
一
考
察
［
Ｊ
］．
日
本
大
正
大
学
綜
合
佛
教
研
究
所
年
報
，

１
９
８
８
，
１
０
．

［
７
４
］［
日
］春
木

（
３
）

秀
雄
．
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
と
图
谶
に
つ
ぃ

（
４
）

の
一
試
論［
Ｊ
］．
収
入
纬
学
研
究
丛
书
丨
丨
安
居
香
山
博
士
追
悼
，

１
９
８
９（

５
）

．

［
７
９
］［
日
］
春
木

（
６
）

秀
雄
．
北
魏
法
难
の
实
恣
解
明
に
つ
ぃ

（
７
）

て
［
Ｊ
］．
日
本
《
大
正
大
学
研
究
纪
要
》，
第
九
十
四
輯
，

２
０
０
９
．�

［
８
０
］［
日
］
春
木

（
８
）

秀
雄
．
中
国
に
於
け
る
北
魏
法
难
の
研
究
に
つ
ぃ

（
９
）

て
［
Ｊ
］．
日
本
《
大
正
大
学
研
究
纪
要
》，
第
九
十
五
輯
，

２
０
１
０
．

と
あ
る）

11
（

。
こ
の
よ
う
に
、
い
つ
く
か
の
拙
稿
が
中
国
の
北
魏
廃
仏
の
研
究
文
献
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る）

11
（

。
こ
こ
に
、
Ｃ
Ｎ
Ｋ
Ｉ）

12
（

で
得
た

近
年
の
中
国
の
研
究
論
文
を
も
併
せ
て
、
北
魏
廃
仏
研
究
に
つ
い
て）

13
（

述
べ
て
み
た
い
。

第
一
節　
「
北
魏
廃
仏
」
の
先
行
研
究
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
の
日
本
、
中
国
の
「
北
魏
廃
仏
」
の
先
行
研
究
、
並
び
に
、
近
年
の
Ｃ
Ｎ
Ｋ
Ｉ
の
中
国
の
研
究
論
文
に
つ
い
て
、
こ
こ
に
述

べ
て
み
た
い）

11
（

。　
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山
根
幸
夫
編
『
中
国
史
研
究
入
門　

上
』（
山
川
出
版
社　

一
九
八
三
年
〈
昭
和
五
八
〉）
に
、
①
桑
田
・
守
屋
等
編
『
六
朝
史
研
究
文

献
目
録
』（
阪
大
文
学
部　

一
九
五
五
年
〈
昭
和
三
十
〉）　

油
印
）　

②
九
大
東
洋
史
研
究
室
『
六
朝
隋
唐
政
権
研
究
文
献
目
録
』（
東
洋

史
学
一
九　

一
九
五
八
年
〈
昭
和
三
三
〉）　

③
鄺
利
安
編
『
魏
晋
南
北
朝
史
研
究
論
文
書
目
引
得
』（
台
湾
中
華
書
局　

一
九
七
一
年
〈
昭

和
四
六
〉）　

④
王
伊
同
「
六
朝
史
文
献
提
要
」（『
五
朝
門
第
』
上
、
香
港
中
文
大
出
版
社　

一
九
七
八
年
〈
昭
和
五
三
〉）
の
四
つ
の
研

究
文
献
目
録
の
紹
介
が
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
従
来
の
北
魏
廃
仏
の
先
行
研
究
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
更
に
、
こ
の
四
つ
の
研

究
文
献
目
録
の
編
纂
以
降
に
発
表
さ
れ
た
、
①
直
海
玄
哲
「
北
魏
太
武
帝
廃
仏
考
」（『
仏
教
史
研
究
』
Ｎ
Ｏ
一
九
・
二
十　

創
刊
二
十
記

年　

龍
谷
大
学
仏
教
史
研
究
会　

一
九
八
四
年
〈
昭
和
五
九
〉）　

②
羽
仁
真
智
「
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
毀
釈
に
関
す
る
一
考
察
」（『
茅
茨
』

三　

東
洋
史
会
（
青
山
学
院
大
学
文
学
部
史
学
科
内
）　

一
九
八
七
年
〈
昭
和
六
二
〉）
の
二
つ
の
論
文
は
、
礪
波
護
・
岸
本
美
緒
・
杉
山

正
明
編
『
中
国
歴
史
研
究
入
門
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会　

二
〇
〇
六
年
〈
平
成
十
八
〉）
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

因
み
に
、
Ｃ
ｉ
Ｎ
ｉ
ｉ
の
検
索
（
二
〇
二
二
年
〈
令
和
四
〉
五
月
五
日
現
在
）
で
は
、
羽
仁
真
智
「
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
毀
釈
に
関
す

る
一
考
察
」（『
茅
茨
』
三　

東
洋
史
会
（
青
山
学
院
大
学
文
学
部
史
学
科
内
）　

一
九
八
七
年
〈
昭
和
六
二
〉）
の
論
文
の
検
索
が
で
き
な

い）
15
（

。
ま
た
、拙
稿
の
「
北
魏
法
難
の
研
究
文
献
（
一
）
―
付
廃
仏
関
係
論
文
資
料
―
」（『
佛
教
文
化
研
究
』
第
四
十
四
号　

二
〇
〇
〇
年
〈
平

成
十
二
〉）
の
「
⑴
北
魏
法
難
の
研
究
関
係
の
拙
論
」
に
お
け
る
北
魏
廃
仏
の
拙
稿
、
並
び
に
、
北
京
大
学
か
ら
大
正
大
学
へ
の
留
学
生

の
孟
慶
楠
が
北
京
大
学
図
書
館
で
論
文
検
索
し
て
得
た
中
国
の
論
文）

11
（

、
更
に
は
、
近
年
の
Ｃ
Ｎ
Ｋ
Ｉ
の
公
開
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、https://

kns.cnki.net/kns8/defaultresult/index　

に
よ
り
知
り
得
る
先
行
研
究
の
論
文
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
は
、
前
述
の
、
山
根
幸
夫
編
『
中

国
史
研
究
入
門　

上
』（
山
川
出
版
社　

一
九
八
三
年
〈
昭
和
五
八
〉）
や
礪
波
護
・
岸
本
美
緒
・
杉
山
正
明
編
『
中
国
歴
史
研
究
入
門
』（
名

古
屋
大
学
出
版
会　

二
〇
〇
六
年
〈
平
成
十
八
年
〉）
で
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。　

詰
ま
る
と
こ
ろ
、「
北
魏
廃
仏
」
の
先
行
研
究
は
、
⑴
山
根
幸
夫
編
『
中
国
史
研
究
入
門　

上
』（
山
川
出
版
社　

一
九
八
三
年
〈
昭
和

五
八
〉）　

⑵
礪
波
護
・
岸
本
美
緒
・
杉
山
正
明
編
『
中
国
歴
史
研
究
入
門
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会　

二
〇
〇
六
年
〈
平
成
十
八
〉）　

⑶

Ｃ
ｉ
Ｎ
ｉ
ｉ　

⑷
Ｃ
Ｎ
Ｋ
Ｉ　

の
四
者
に
よ
り
、
ほ
ぼ）

17
（

、
そ
の
存
在
を
知
り
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
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因
み
に
、
こ
れ
ま
で
に
北
魏
廃
仏
に
つ
い
て
の
中
国
の
論
文
を
考
慮
し
た
日
本
の
研
究
論
文
は
、
拙
稿
「
北
魏
法
難
の
実
態
解
明
に
つ

い
て
」（『
大
正
大
学
研
究
紀
要
』
第
九
十
四
輯　

二
〇
〇
九
年
〈
平
成
二
一
〉）・「
中
国
に
於
け
る
北
魏
法
難
の
研
究
に
つ
い
て
」（『
大

正
大
学
研
究
紀
要
』
第
九
十
五
輯　

二
〇
一
〇
年
〈
平
成
二
二
〉）、
だ
け
で
あ
る
。

第
二
節　

Ｃ
Ｎ
Ｋ
Ｉ
に
お
け
る
北
魏
廃
仏
に
つ
い
て　
　
　
　

北
魏
廃
仏
に
つ
い
て
の
二
〇
〇
八
年
〈
平
成
二
十
〉
五
月
以
前
の
中
国
の
先
行
の
研
究
論
文
の
見
解
に
つ
い
て
の
拙
稿
が
す
で
に
あ

る）
11
（

。
当
本
稿
で
は
、
近
年
の
Ｃ
Ｎ
Ｋ
Ｉ
の
公
開
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
よ
り
新
た
に
知
り
得
た
北
魏
廃
仏
の
中
国
の
論
文
に
つ
い
て
こ
こ
に
述

べ
て
み
た
い）

19
（

。　

１
・
・
・「
论
北
朝
的
两
次
灭
佛
斗
争
」
肖
黎
（『
河
北
学
刊
』
一
九
八
二
年
期
刊
二
）・
・
・
こ
の
論
文
の
一
〇
九
頁
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

「
・
・
・
。
由
此
可
见
，
阶
级
压
迫
和
民
族
压
迫
才
是
广
大
农
民
纷
纷
出
家
为
僧
尼
的
根
本
原
因
。（
・
・
・
。
し
た
が
っ
て
、
階
級
の

抑
圧
と
民
族
の
圧
迫
に
よ
り
、
多
く
の
農
民
が
群
が
っ
て
出
家
し
て
僧
尼
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
根
本
的
な
原
因
と
な
る
。）」
と
あ

る
。
つ
ま
り
、
仏
教
の
僧
侶
は
出
家
者
で
あ
り
、
税
、
徭
役
の
免
除
が
あ
る
。
仏
教
が
盛
ん
に
な
れ
ば
、
僧
尼
と
な
る
者
が
多
く
な
り
、

国
家
財
政
を
圧
迫
す
る
こ
と
は
必
定
で
あ
る
。・
・
・〈〔
１
〕
僧
尼
の
増
加
等
に
よ
る
北
魏
社
会
経
済
へ
の
圧
迫
に
よ
り
廃
仏
が
行
わ

れ
た
。〉

２
・
・
・「
北
朝
“

二
武
灭
佛
”
析
」
施
光
明
（『
杭
州
师
院
学
报
（
社
会
科
学
版
）』
一
九
八
六
年
期
刊
五
）・
・
・
こ
の
論
文
の
三
十

頁
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
这
次
灭
佛
的
理
由
是
沙
门
藏
有
武
器
，
“

当
与
盖
吴
通
谋

”�

，
其
实
，
这
不
过
是
托
辞
而
巳
。・
・
・�

。

上
述
种
种
，
都
不
利
于
拓
跋
焘
的
統
治
。・
・
・
。
崔
浩
等
人
的
话
并
不
会
发
生
如
此
大
的
作
用
。・
・
・
。
可
见
，
拓
跋
焘
灭
佛
与
佛

道
之
争
并
无
关
联
。（
こ
の
廃
仏
の
理
由
は
、
沙
門
が
武
器
を
所
蔵
し
て
「
蓋
呉
の
通
謀
に
あ
ず
か
る
」
で
あ
る
（
が
、
し
か
し
）、
実

四
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五

際
に
は
、
こ
れ
は
か
ら
く
り
に
過
ぎ
な
い
。・
・
・
。
こ
れ
ら
の
す
べ
て
は
、
拓
跋
燾
の
統
治
に
有
害
で
あ
る
。・
・
・
。
崔
浩
等
の
人

の
話
し
で
は
、
併
せ
て
、
こ
の
よ
う
な
大
き
な
作
用
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。・
・
・
。
以
上
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
拓

跋
燾
の
廃
仏
は
仏
教
と
道
教
の
争
い
と
は
何
の
関
係
も
な
い
。）」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
廃
仏
の
原
因
は
、
拓
跋
燾
の
統
治
に
有
害
で
あ

る
か
ら
廃
仏
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
長
安
の
一
寺
院
の
武
器
隠
匿
に
よ
る
蓋
呉
と
の
通
謀
や
崔
浩
、
仏
教
と
道
教
の
争
い
等
は
廃
仏

の
行
わ
れ
た
理
由
に
は
な
ら
な
い
と
し
た
。
筆
者
の
説
の
「
魏
を
滅
ぼ
す
の
は
（
蓋
）
呉
で
あ
る
」
の
謠
言
、
図
讖
に
つ
い
て
の
見
解）

21
（

と
施
光
明
の
「
拓
跋
燾
の
統
治
に
有
害
で
あ
る
か
ら
廃
仏
が
行
わ
れ
た
」
と
の
見
解
と
は
、
そ
の
構
造
的
意
味
に
お
い
て
同
類
で
あ

る
。・
・
・〈〔
２
〕
北
魏
太
武
帝
の
政
治
と
相
反
す
る
仏
教
の
勢
力
に
対
し
て
、
廃
仏
を
行
っ
た
。〉

３
・
・
・「
北
魏
太
武
帝
灭
佛
原
因
浅
析
」
房
芸
芳
（『
历
史
教
学
问
题
』
一
九
九
六
年
期
刊
四
）・
・
・
こ
の
論
文
の
六
一
頁
に
次
の
よ

う
に
あ
る
。「
纵
观
北
魏
太
武
帝
灭
佛
事
件
，
拓
跋
焘
由
礼
敬
沙
門
而
崇
奉
而
演
変
为
灭
佛
的
恶
性
事
件
，
是
偶
然
因
素
与
必
然
因
素

共
同
作
用
的
结
果
。・
・
・
。
佛
教
的
外
来
性
就
定
了
初
传
的
佛
教
必
然
会
遭
到
中
国
传
统
文
化
的
扺
制
和
排
斥
。
太
武
帝
灭
佛
行
动

又
是
专
制
主
义
王
权
作
用
的
必
然
結
果
。・
・
・
。
盖
旲
起
义
的
发
生
和
道
教
的
兴
起
可
以
看
作
是
引
发
灭
佛
事
件
的
偶
然
因
素
。（
見

渡
す
と
、
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
事
件
は
、（
か
つ
て
）
拓
跋
燾
が
沙
門
を
礼
敬
し
て
崇
奉
し
て
い
た
の
が
、（
後
に
）
廃
仏
の
悪
性
事
件

に
発
展
し
た
の
は
、
偶
然
の
要
因
と
必
然
的
な
要
因
の
組
み
合
わ
せ
の
結
果
で
あ
る
。・
・
・
。
仏
教
の
外
来
性
は
、
初
伝
の
仏
教
が

必
然
と
し
て
中
国
伝
統
文
化
の
拒
絶
と
排
除
に
あ
っ
た
。
太
武
帝
の
廃
仏
行
動
は
、
独
裁
的
な
王
権
の
必
然
的
な
結
果
で
あ
る
。・・・
。

蓋
呉
の
蜂
起
の
発
生
と
道
教
の
台
頭
は
、
廃
仏
の
偶
発
的
な
要
因
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。）」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
廃
仏
が
行
わ
れ

た
の
は
、
中
華
思
想
に
よ
る
外
来
思
想
と
し
て
の
仏
教
の
存
在
を
よ
し
と
し
な
い
太
武
帝
の
独
裁
的
な
王
権
に
も
と
づ
く
必
然
的
な
結

果
で
あ
る
と
し
た
。
他
の
原
因
は
偶
発
的
な
も
の
と
し
た
。・
・
・〈〔
３
〕
中
華
思
想
に
よ
り
、
外
来
の
仏
教
は
排
斥
を
受
け
た
の
が

主
な
原
因
で
あ
る
。〉・〈〔
４
〕
種
々
の
原
因
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
廃
仏
が
行
わ
れ
た
。〉　　

４
・・・「
北
魏
儒
释
道
三
教
关
系
刍
议
」
黄
夏
年
（『
晋
阳
学
刊
』
二
〇
〇
五
年
期
刊
十
一
）�・・・
こ
の
論
文
の
四
九
頁
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

「
实
际
上
太
武
帝
灭
佛
的
原
因
是
很
复
杂
的
，
由
多
种
因
素
构
成
。・
・
・
。
总
之
，
诸
种
因
素
的
组
合
酿
成
了
这
次
灭
佛
运
动
。（
実
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六

際
上
、
太
武
帝
の
廃
仏
の
原
因
は
非
常
に
複
雑
で
あ
り
、
多
く
の
因
素
構
成
に
由
る
。・
・
・
。�

つ
ま
り
、
諸
種
の
要
因
の
組
み
合
わ

せ
が
、
こ
の
廃
仏
運
動
を
醸
成
し
た
の
で
あ
る
。）」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
廃
仏
の
原
因
は
、
い
ろ
い
ろ
な
要
素
が
考
え
ら
れ
、
そ
の
組

み
合
わ
せ
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
だ
と
し
た
。・
・
・〈〔
４
〕
種
々
の
原
因
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
廃
仏
が
行
わ
れ
た
。〉

５
・
・
・「
试
论
南
北
朝
时
儒
释
道
的
走
向
」
李
虹
（『
山
西
大
学
』
二
〇
〇
六
年
硕
士
五
）・
・
・
こ
の
論
文
の
十
頁
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

「
分
析
太
武
帝
灭
佛
的
所
作
为
可
以
看
到
，
在�

“
为
国
行
道�

”
的
主
要
考
虑
之
外
，
帝
王
个
人
的
宗
教
信
仰
对
国
家
当
时
所
盛
行
的

宗
教
具
有
相
当
重
要
的
影
响
。（
太
武
帝
の
廃
仏
の
な
す
と
こ
ろ
を
分
析
す
る
と
、「
国
の
為
に
道
を
行
う
」
と
い
う
主
要
な
考
え
の
ほ

か
に
、
太
武
帝
の
個
人
的
な
宗
教
的
信
仰
が
、
国
家
に
対
し
て
、
当
時
盛
行
し
て
い
た
宗
教
と
に
か
な
り
重
要
な
影
響
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
。）」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
基
本
的
に
は
北
魏
と
い
う
国
の
為
に
太
武
帝
は
廃
仏
を
し
た
の
で
は
あ
る
が
、
太
武
帝
の
個
人
的
な
信

仰
と
当
時
の
社
会
に
お
け
る
宗
教
事
情
の
影
響
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
い
る
。・
・
・〈〔
２
〕
北
魏
太
武
帝
の
政
治
と
相
反
す
る
仏
教

の
勢
力
に
対
し
て
、
廃
仏
を
行
っ
た
。〉・〈〔
４
〕
種
々
の
原
因
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
廃
仏
が
行
わ
れ
た
。〉

６
・
・
・「
论
北
魏
灭
佛
之
特
点
」
张
箭
（『
徐
州
师
范
大
学
学
报
（
哲
学
社
会
科
学
版
）』
二
〇
〇
八
年
期
刊
三
）・
・
・
こ
の
論
文
の

七
五
頁
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。『
魏
書
』
崔
浩
伝
の
「
浩
非
毀
仏
法
，
而
妻
郭
氏
敬
好
釈
典
，
時
時
読
誦
。
浩
怒
，
取
而
焚
之
，
捐
灰

於
厠
中
。（
浩
、
仏
法
を
非
毀
し
、
而
し
て
、
妻
の
郭
氏
、
釈
典
を
敬
好
し
、
時
時
、
読
誦
す
。
浩
、
怒
り
て
、
取
り
て
之
を
焚
き
、

灰
を
厠
中
に
捐
つ
。）」
を
引
用
し
て
、「
而
导
致
灭
佛
的
直
接
原
因
（
廃
仏
を
致
す
直
接
原
因
）」
と
し
た
。
更
に
、
七
九
頁
に
、「
以

上
我
们
概
括
总
结
了
北
魏
太
武
帝
灭
佛
的
五
大
特
点
，・
・
・
；
二
是
起
因
最
独
特
，
主
要
是
政
治
原
因
；
・
・
・
。（
以
上
、
概
括
し

て
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
を
総
結
し
た
五
つ
の
大
き
な
点
と
し
て
は
、・
・
・
、
第
二
は
起
因
と
し
て
は
最
も
独
特
で
あ
り
、
主
要
は
政

治
原
因
で
あ
る
、・
・
・
。）」
と
あ
る
。
崔
浩
は
儒
教
官
僚
で
あ
り
、
中
華
思
想
か
ら
イ
ン
ド
の
仏
教
に
対
し
て
廃
棄
す
る
べ
き
で
あ

る
と
考
え
て
い
た
。
こ
れ
が
廃
仏
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
間
接
で
な
く
）
直
接
の
原
因
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
北
魏
太

武
帝
の
廃
仏
を
総
結
し
て
、
そ
の
起
因
の
主
要
と
し
て
は
政
治
が
そ
の
原
因
と
な
る
、
と
し
て
い
る
。・
・
・〈〔
２
〕
北
魏
太
武
帝
の

政
治
と
相
反
す
る
仏
教
の
勢
力
に
対
し
て
、
廃
仏
を
行
っ
た
。〉・〈〔
４
〕
種
々
の
原
因
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
廃
仏
が
行
わ
れ
た
。〉
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７
・
・
・「
北
魏
太
武
其
人
及
灭
佛
其
事
」
王
继
训
（『
广
州
大
学
学
报
（
社
会
科
学
版
）』
二
〇
一
一
年
期
刊
三
）・
・
・
こ
の
論
文
の

八
一
頁
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
太
武
帝
灭
佛
是
一
件
偶
然
的
事
件
，
归
结
为
他
疯
癫
精
神
疾
病
的
暴
发
。（
太
武
帝
の
廃
仏
は
、
一
つ

の
偶
然
の
事
件
で
あ
り
、
帰
結
と
し
て
太
武
帝
の
狂
気
の
精
神
疾
病
の
暴
発
の
為
で
あ
る
。）」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
北
魏
の
廃
仏
の
原

因
を
太
武
帝
の
狂
気
の
精
神
疾
病
の
暴
発
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。・
・
・〈〔
５
〕
太
武
帝
は
狂
気
の
精
神
疾
病
を
持
っ
て
い
て
、
こ

の
為
に
、
こ
の
暴
発
に
よ
り
た
ま
た
ま
廃
仏
が
行
わ
れ
た
。〉　　

８
・
・
・「
三
武
灭
佛�
皇
权
与
教
权
之
战
」
曜
歌
（『
文
史
参
考
』
二
〇
一
二
年
期
刊
一
）・
・
・
こ
の
論
文
の
五
六
頁
に
、
儒
教
官
僚
で

あ
る
崔
浩
に
つ
い
て
、
道
教
君
主
で
あ
る
太
武
帝
に
つ
い
て
、
蓋
呉
と
寺
院
と
の
結
び
つ
き
を
指
摘
し
て
、「
・
・
・
在
中
国
，
政
权

大
于
教
权
，
皇
权
高
于
僧
权
。（
中
国
に
在
り
て
、
政
治
権
力
が
（
仏
教
の
）
教
え
の
権
力
よ
り
も
ま
さ
り
、
皇
帝
の
権
力
は
僧
侶
の

権
力
よ
り
も
高
い
。）」
と
あ
る
。・
・
・〈〔
２
〕
北
魏
太
武
帝
の
政
治
と
相
反
す
る
仏
教
の
勢
力
に
対
し
て
、
廃
仏
を
行
っ
た
。〉

９
・
・
・「
论
北
魏
太
武
帝
与
华
北
乡
村
佛
教
的
发
展
」
许
栋;�

杜
斗
城
（『
求
索
』
二
〇
一
二
年
期
刊
二
）・
・
・
こ
の
論
文
の
七
九
頁

に
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
笔
者
认
为
，
北
魏
太
武
帝
在
位
期
间
一
系
列
的
限
佛
，
灭
佛
政
策
，
迫
使
大
量
僧
人
流
落
到
乡
村
，
为
广
大

乡
村
民
众
所
接
受
，
促
进
了
北
方
佛
教
的
发
展
，
这
是
北
魏
后
期
，
南
北
佛
教
在
规
模
上
差
距
扩
大
的
一
个
重
要
原
因
。（
筆
者
は
、

北
魏
太
武
帝
の
在
位
期
間
中
の
一
連
の
限
仏
と
廃
仏
の
政
策
が
、
多
く
の
僧
侶
を
郷
村
に
流
入
さ
せ
て
、
郷
村
の
人
々
の
受
け
入
れ
を

拡
充
が
な
さ
れ
、
北
方
仏
教
の
発
展
を
促
進
し
て
、
こ
れ
が
北
魏
後
期
に
お
け
る
、
南
北
仏
教
の
規
模
格
差
の
拡
大
し
た
一
つ
の
重
要

な
原
因
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。）」
と
あ
る
。
廃
仏
が
何
故
行
わ
れ
た
の
か
と
の
こ
と
よ
り
も
、
廃
仏
が
僧
侶
を
地
方
の

郷
村
に
流
入
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
結
果
的
に
廃
仏
は
仏
教
を
地
方
に
広
め
る
役
割
を
な
し
た
と
し
た
。・
・
・〈〔
６
〕
廃
仏
の
原
因

に
つ
い
て
述
べ
て
い
な
い
。〉

10
・
・
・「
北
魏
太
武
帝
灭
佛
运
动
中
炳
灵
寺
石
窟
免
遭
破
坏
原
因
初
探
」
他
维
宏
（『
丝
绸
之
路
』
二
〇
一
四
年
期
刊
七
四
）・
・
・
こ

の
論
文
は
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
よ
う
に
、
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
運
動
に
お
い
て
、
炳
灵
寺
の
石
窟
は
破
壊
に
遭
遇
す
る
こ
と
を
免
れ
た
原

因
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。
従
っ
て
、
何
故
、
廃
仏
が
行
わ
れ
た
の
か
と
の
論
考
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。・
・
・〈〔
６
〕
廃
仏
の
原

七
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因
に
つ
い
て
述
べ
て
い
な
い
。〉

11
・
・
・「
结
构
主
义
视
角
下
的
“

像
教
”
社
会
―
―
北
魏
兴
佛
与
废
佛
的
社
会
结
构
分
析
」
徐
婷;�

陈
昌
文
（『
四
川
大
学
学
报
（
哲

学
社
会
科
学
版
）』
二
〇
一
五
年
期
刊
一
）・・・
こ
の
論
文
の
四
七
頁
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
・・・
。
首
先
是
来
自
宗
教
内
部
的
争
斗
，

即
佛
教
和
道
教
力
的
此
消
彼
长
。・
・
・
。
其
次
，
佛
教
自
身
的
腐
败
成
为
灭
佛
的
导
火
索
。（
・
・
・
。
第
一
は
、
宗
教
内
部
の
争
斗

で
あ
り
、
即
ち
、
仏
教
と
道
教
の
力
の
消
長
で
あ
る
。・
・
・
。
第
二
に
は
、
仏
教
自
身
の
腐
敗
が
廃
仏
の
引
き
金
と
な
っ
て
い
る
。）」

と
あ
る
。
つ
ま
り
、
仏
道
二
教
の
対
立
構
造
や
、
当
時
の
仏
教
の
堕
落
が
廃
仏
の
原
因
だ
と
し
て
い
る
。・
・
・〈〔
７
〕
道
教
君
主
で

あ
る
北
魏
太
武
帝
の
政
治
と
相
反
す
る
仏
教
の
勢
力
に
対
し
て
、
宰
相
崔
浩
の
助
言
に
も
よ
り
太
武
帝
は
廃
仏
を
行
っ
た
。
廃
仏
の
原

因
を
佛
道
二
教
の
対
立
構
造
と
捉
え
る
。〉・〈〔
４
〕
種
々
の
原
因
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
廃
仏
が
行
わ
れ
た
。〉　

12
・
・
・「
浅
析
北
魏
太
武
帝
灭
佛
原
因
及
影
响
」
葛
瑶
瑶
（『
科
学
经
济
社
会
』
二
〇
一
六
年
期
刊
二
）・
・
・
こ
の
論
文
の

一
一
一
・
一
一
二
頁
に
、「
二
、
灭
佛
的
原
因
」
で
、〈
１
．
疑
虑
佛
教
与
反
政
权
势
力
相
勾
结
〉・〈
２
．
反
感
佛
教
自
身
堕
落
触
犯
政

令
〉・〈
３
．
碍
于
佛
教
经
济
与
政
权
统
治
的
矛
盾
〉・〈
４
．
尊
儒
重
道
而
疏
离
佛
教
〉・〈
５
．
反
对
太
子
拓
跋
晃
亲
近
佛
教
〉
の
項
目

を
述
べ
て
、
結
論
的
に
、「
综
上
所
述
，
太
武
帝
灭
佛
以
政
治
因
素
为
要
，
尽
管
其
为
触
发
点
有
经
济
、
文
化
等
方
面
的
就
冲
突
，
但

根
源
仍
是
出
于
政
治
需
要
，
以
维
护
和
加
强
政
权
统
治
为
根
本
。（
ま
と
め
て
述
べ
る
と
、
太
武
帝
の
廃
仏
は
政
治
的
原
因
が
要
と
な

り
、
経
済
、
文
化
等
の
方
面
の
紛
争
を
引
き
金
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
根
源
は
政
治
の
需
要
に
出
で
て
い
て
、
政
権
の
統
治
を
維
持
し
、

強
化
す
る
こ
と
を
根
本
と
し
て
い
る
。）」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、廃
仏
の
原
因
は
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
引
き
金
と
な
っ
て
は
い
る
が
、

要
す
る
に
、
太
武
帝
が
政
権
の
統
治
を
維
持
し
、
強
化
す
る
こ
と
を
根
本
と
し
て
い
る
為
だ
と
し
た
。・
・
・〈〔
２
〕
北
魏
太
武
帝
の

政
治
と
相
反
す
る
仏
教
の
勢
力
に
対
し
て
、
廃
仏
を
行
っ
た
。〉・〈〔
４
〕
種
々
の
原
因
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
廃
仏
が
行
わ
れ
た
。〉　

13
・
・
・「
北
魏
太
武
帝
废
佛
」
张
国
刚
（『
月
读
』
二
〇
一
六
年
期
刊
十
五
）�・
・
・
こ
の
論
文
の
三
五
頁
の
注
⑤
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

「
４
４
６
年
的
这
次
废
佛
与
拓
跋
焘
个
人
信
仰
有
关
，也
与
信
道
不
信
佛
的
崔
浩
促
成
有
关
。
盖
吴
事
件
只
是
一
个
导
火
索
。
崔
浩
之
死
，

得
罪
人
很
多
，
怂
恿
太
武
帝
废
佛
也
是
其
键
因
素
之
一
。（
四
四
六
年
の
こ
の
廃
仏
と
拓
跋
燾
個
人
の
信
仰
に
は
関
係
が
あ
り
、
道
教

八
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を
信
じ
て
仏
教
を
信
じ
な
い
崔
浩
の
貢
献
に
も
関
連
が
あ
る
。
蓋
呉
の
事
件
は
た
だ
の
引
き
金
で
あ
る
。
崔
浩
の
死
は
、
罪
を
得
る
人

が
多
く
し
て
、
太
武
帝
の
廃
仏
を
扇
動
し
た
の
も
そ
の
鍵
の
素
因
の
一
つ
で
あ
る
。）」
と
あ
る
。
廃
仏
の
原
因
は
、
太
武
帝
の
個
人
的

な
信
仰
と
太
武
帝
が
崔
浩
の
影
響
を
受
け
て
で
の
廃
仏
で
あ
る
と
し
た
。・
・
・〈〔
７
〕
道
教
君
主
で
あ
る
北
魏
太
武
帝
の
政
治
と
相

反
す
る
仏
教
の
勢
力
に
対
し
て
、
宰
相
崔
浩
の
助
言
に
も
よ
り
太
武
帝
は
廃
仏
を
行
っ
た
。
廃
仏
の
原
因
を
佛
道
二
教
の
対
立
構
造
と

捉
え
る
。〉・〈〔
４
〕
種
々
の
原
因
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
廃
仏
が
行
わ
れ
た
。〉

14
・・・「
北
魏
佛
教
前
期
述
论
」
刘
岩
（『
云
南
大
学
』
二
〇
一
八
年
硕
士
二
一
一
）・・・
こ
の
論
文
の
三
九
頁
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
并

指
出
其
最
终
目
的
是
“
欲
除
伪
定
真
，
复
羲
农
之
治
。
其
一
切
荡
除
胡
神
，
灭
其
踪
迹
，
庶
无
谢
于
风
氏
矣
”
。
拓
跋
焘
被
塑
造
成

了
要
复
兴
上
古
治
世
的
华
夏
共
主
。（
そ
し
て
、
そ
の
究
極
の
目
的
が
、「
偽
を
除
い
て
真
実
を
定
め
、
伏
羲
・
神
農
の
治
世
に
復
帰
し

た
い
と
欲
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
一
切
は
胡
神
を
蕩
除
し
て
、
そ
の
痕
跡
を
滅
し
て
、
そ
う
し
て
初
め
て
風
氏
（
風
云
人
物
・
・
・

そ
の
言
動
が
大
局
を
左
右
す
る
人
物
）
に
謝
罪
す
る
こ
と
を
な
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。（
つ
ま
り
、）

拓
跋
燾
は
、
形
と
し
て
、
上
古
治
世
の
華
夏
共
主
を
必
ず
復
興
す
る
こ
と
を
し
た
の
で
あ
る
。）」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
太
武
帝
は
、
儒

教
国
家
を
理
想
と
す
る
国
家
観
を
抱
い
て
い
て
、
完
膚
な
き
廃
仏
を
し
た
と
し
て
い
る
。・
・
・〈〔
８
〕
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
は
、（
宰

相
崔
浩
の
助
言
を
聞
き
入
れ
て
、）
儒
教
国
家
の
確
立
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
。〉　　
　

15
・
・
・「
拓
跋
焘
灭
佛
辩
误
及
奉
儒
立
国
之
策
新
探
」
王
怀
成
（『
宁
夏
社
会
科
学
』
二
〇
二
〇
年
期
刊
一
）・
・
・
こ
の
論
文
の

一
五
八
頁
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
拓
跋
焘
实
施
的
真
正
灭
佛
之
挙
，
为
的
是
效
仿
汉
武
帝
，
确
立
儒
家
独
尊
的
地
位
。（
拓
跋
燾
が
実

施
し
た
本
当
の
廃
仏
の
挙
行
（
の
理
由
）
は
、
漢
武
帝
を
モ
デ
ル
に
し
て
、
儒
家
の
独
尊
の
地
位
を
確
立
す
る
た
め
で
あ
る
。）」
と
あ

る
。・
・
・〈〔
８
〕
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
は
、（
宰
相
崔
浩
の
助
言
を
聞
き
入
れ
て
、）
儒
教
国
家
の
確
立
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
。〉

16
・
・
・「
北
朝
二
武
灭
佛
对
佛
教
文
献
聚
散
的
影
响
研
究
」
焦
雪
婷
（『
东
北
师
范
大
学
』
二
〇
二
一
年
九
四
）�・
・
・
こ
の
論
文
の

一
四
頁
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
太
武
帝�

“
锐
志
武
功
，每
以
平
定
祸
乱
为
先
”�
，听
信
司
徒
崔
浩
的
劝
告
，信
奉
寇
谦
之
的
天
师
道
，

排
斥
佛
教
，
后
来
犮
展
为
灭
佛
的
行
动
。（
太
武
帝
は
、「
志
を
武
功
に
鋭
く
し
て
、
い
つ
も
禍
乱
を
平
定
す
る
こ
と
を
先
と
し
て
」
お

九
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一
〇

り
、
司
徒
の
崔
浩
の
勧
告
を
聞
き
入
れ
て
、
寇
謙
之
の
天
師
道
を
信
奉
し
て
、
仏
教
を
排
斥
し
て
、
後
に
廃
仏
の
行
動
に
発
展
し
た
。）」

と
あ
る
。
つ
ま
り
、
北
魏
の
廃
仏
の
原
因
を
崔
浩
の
勧
告
、
仏
道
二
教
の
対
立
の
影
響
と
捉
え
て
い
る
。・
・
・〈〔
７
〕
道
教
君
主
で

あ
る
北
魏
太
武
帝
の
政
治
と
相
反
す
る
仏
教
の
勢
力
に
対
し
て
、
宰
相
崔
浩
の
助
言
に
も
よ
り
太
武
帝
は
廃
仏
を
行
っ
た
。
廃
仏
の
原

因
を
佛
道
二
教
の
対
立
構
造
と
捉
え
る
。〉　

以
上
の
十
六
の
中
国
に
お
け
る
北
魏
廃
仏
の
論
文
に
つ
い
て
、
概
括
し
て
分
類
を
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

〈〔
１
〕
僧
尼
の
増
加
等
に
よ
る
北
魏
社
会
経
済
へ
の
圧
迫
に
よ
り
廃
仏
が
行
わ
れ
た
。〉・
・
・（
上
記
の
論
文
の
番
号
の
）
１
（
の
論
文）

21
（

）。

〈〔
２
〕
北
魏
太
武
帝
の
政
治
と
相
反
す
る
仏
教
の
勢
力
に
対
し
て
、
廃
仏
を
行
っ
た
。〉・
・
・（
上
記
の
論
文
の
番
号
の
）
２
・
５
・
６
・
８
・

１
２
（
の
論
文）

22
（

）。

〈〔
３
〕
中
華
思
想
に
よ
り
、
外
来
の
仏
教
は
排
斥
を
受
け
た
の
が
主
な
原
因
で
あ
る
。〉・
・
・（
上
記
の
論
文
の
番
号
の
）
３
（
の
論
文）

23
（

）。

〈〔
４
〕
種
々
の
原
因
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
廃
仏
が
行
わ
れ
た
。〉・・・（
上
記
の
論
文
の
番
号
の
）
３
・
４
・
５
・
６
・
１
１
・
１
２
・
１
３
（
の

論
文）

21
（

）。

〈〔
５
〕
太
武
帝
は
狂
気
の
精
神
疾
病
を
持
っ
て
い
て
、
こ
の
為
に
、
こ
の
暴
発
に
よ
り
た
ま
た
ま
廃
仏
が
行
わ
れ
た
。〉・
・
・（
上
記
の

論
文
の
番
号
の
）
７
（
の
論
文）

25
（

）。

〈〔
６
〕
廃
仏
の
原
因
に
つ
い
て
述
べ
て
い
な
い
。〉・
・
・（
上
記
の
論
文
の
番
号
の
）
９
・
１
０
（
の
論
文）

21
（

）。

〈〔
７
〕
道
教
君
主
で
あ
る
北
魏
太
武
帝
の
政
治
と
相
反
す
る
仏
教
の
勢
力
に
対
し
て
、
宰
相
崔
浩
の
助
言
に
も
よ
り
太
武
帝
は
廃
仏
を

行
っ
た
。
廃
仏
の
原
因
を
佛
道
二
教
の
対
立
構
造
と
捉
え
る
。〉・
・
・（
上
記
の
論
文
の
番
号
の
）
１
１
・
１
３
・
１
６
（
の
論
文）

27
（

）。

〈〔
８
〕
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
は
、（
宰
相
崔
浩
の
助
言
を
聞
き
入
れ
て
、）
儒
教
国
家
の
確
立
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
。〉・
・
・（
上
記

の
論
文
の
番
号
の
）
１
４
・
１
５
（
の
論
文）

21
（

）。

以
上
で
あ
る
。
こ
の
〔
１
〕
か
ら
〔
８
〕
ま
で
の
よ
う
な
見
解
の
諸
論
考
が
あ
る
の
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
次
の
二
点
に
お
い

て
問
題
が
あ
る
。
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⑴　
【
道
教
の
側
面
】・
・
・
寇
謙
之
の
新
天
師
道
が
仏
教
を
内
包
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
へ
の
考
察
考
慮
が
不
足
し
て
い
る
。・
・
・
仏

教
を
内
包
し
た
道
教
で
あ
る
新
天
師
道
を
尊
信
し
た
北
魏
太
武
帝
は
、完
膚
な
き
廃
仏
を
行
っ
て
は
い
け
な
か
っ
た
。そ
こ
で
、〔
１
〕・

〔
２
〕・〔
３
〕・〔
７
〕・〔
８
〕
の
見
解
に
お
い
て
は
、
部
分
的
な
廃
仏
を
行
っ
た
そ
の
理
由
に
は
な
り
得
て
も
、
道
教
君
主
で
あ
る

太
武
帝
が
完
膚
な
き
ま
で
の
廃
仏
を
し
た
そ
の
理
由
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
構
造
的
に
、
太
武
帝
は
仏
教
を
内
包
し
た
道
教
で

あ
る
新
天
師
道
を
尊
信
し
た
道
教
君
主
で
あ
っ
た
の
で
、
完
膚
な
き
ま
で
の
廃
仏
を
行
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。

⑵　
【
儒
教
の
側
面
】・
・
・
図
讖
に
対
す
る
考
察
考
慮
が
不
足
し
て
い
る
。・
・
・
北
魏
太
武
帝
は
何
故
、
廃
仏
を
行
っ
た
か
に
つ
い
て
、

先
の
拙
稿
、「
図
讖
と
北
魏
の
廃
仏
に
つ
い
て
―
―
李
弘
と
劉
潔
・
蓋
呉
の
図
讖
禍
―
―
」（『
大
正
大
学
研
究
紀
要
』
第
一
〇
七
輯

　

二
〇
二
二
年
〈
令
和
四
〉）
に
、「
・
・
・
。
北
魏
の
太
武
帝
は
、
武
功
を
第
一
に
考
え
、
禍
乱
平
定
を
目
標
に
帝
権
の
確
立
を
目

指
し
て
い
た
。
太
武
帝
に
と
っ
て
は
、
そ
の
目
的
を
達
成
さ
せ
る
為
の
儒
教
・
仏
教
・
道
教
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
図
讖
禁
絶
を
行
っ

た
の
も
、
廃
仏
を
行
っ
た
の
も
、
道
教
君
主
と
な
っ
た
の
も
こ
の
為
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
北
魏
の
太
武
帝
に
と
っ
て
は
、
北
魏
政

権
を
転
覆
さ
せ
る
可
能
性
を
持
つ
謠
言
を
後
ろ
盾
と
し
た
蓋
呉
の
反
乱
が
、
長
安
の
一
寺
院
と
蓋
呉
の
結
び
つ
き
が
あ
る
こ
と
を
太

武
帝
が
認
識
を
し
た
こ
と
を
契
機
に
、
長
安
の
一
寺
院
の
僧
侶
、
仏
教
、
蓋
呉
の
謠
言
、
図
讖
、
と
の
相
互
関
連
を
持
つ
全
体
像
を

一
掃
す
べ
く
、
廃
仏
と
図
讖
禁
絶
と
を
同
時
期
に
断
行
す
る
状
況
を
生
み
出
す
結
果
と
な
っ
た
。・
・
・
。
つ
ま
り
、
太
武
帝
は
為

政
者
と
し
て
の
自
ら
の
帝
権
の
確
立
の
為
に
、
天
命
と
し
て
の
図
讖
を
あ
る
時
に
は
利
用
し
、
あ
る
時
に
は
そ
の
帝
権
の
確
立
を
阻

害
す
る
存
在
と
し
て
の
諸
刃
の
剣
の
性
格
を
有
す
る
図
讖
の
存
在
の
認
識
を
既
に
充
分
に
持
っ
て
お
り
、
そ
の
為
に
、
同
類
の
厄
介

な
謠
言
を
完
膚
な
き
ま
で
に
抹
消
す
べ
く
、
蓋
呉
、
長
安
の
一
寺
院
、
僧
侶
、
仏
教
、
謠
言
、
図
讖
の
全
体
像
を
一
掃
せ
ね
ば
な
ら

ず
、
図
讖
禁
絶
と
寇
謙
之
の
嫌
が
る
全
面
的
な
廃
仏
と
を
同
時
期
に
断
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
長

安
の
一
寺
院
と
蓋
呉
と
謠
言
の
連
関
の
要
素
が
な
け
れ
ば
全
面
的
な
完
膚
な
き
ま
で
の
廃
仏
や
図
讖
禁
絶
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
。・
・
・
。」
と
の
旨
を
述
べ
た
。
筆
者
は
、
北
魏
太
武
帝
の
思
想
、
考
え
方
等
を
充
分
に
把
握
し
て
考
慮
を
し
て
、

廃
仏
が
何
故
行
わ
れ
た
の
か
を
論
じ
た
。
崔
浩
や
寇
謙
之
の
儒
教
・
仏
教
・
道
教
観
の
研
究
成
果
を
充
分
に
踏
襲
し
た
上
で
の
北
魏

一
一
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太
武
帝
に
つ
い
て
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い）

29
（

。
し
た
が
っ
て
、〔
４
〕
の
よ
う
な
見
解
で
は
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
⑴
【
道
教
の
側
面
】・
⑵
【
儒
教
の
側
面
】
に
お
い
て
、
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
に
関
し
て
の
考
察
が
、
今
回
取
り
上
げ

た
十
六
の
諸
論
文
で
不
足
し
て
い
る）

31
（

。

第
三
節　

北
魏
廃
仏
の
原
因
に
お
け
る
「
謠
言
」
に
つ
い
て

『
宋
書
』
索
虜
伝
に
、

先
是
、
虜
中
謠
言
、「
滅
虜
者
呉
也
。」。
燾
甚
悪
之
。
二
十
三
年
、
北
地
濾
水
人
蓋
呉
、
年
二
十
九
、
於
杏
城
天
台
挙
兵
反
虜
。
諸

戎
夷
普
並
響
応
、
有
衆
十
余
万
。
燾
聞
呉
反
、
悪
其
名
、
累
遣
軍
撃
之
、
輒
敗
。（
こ
れ
よ
り
先
、
虜
中
の
謠
言
に
、「
虜
を
滅
す
る

は
呉
な
り
。」
と
。
燾
甚
だ
こ
れ
を
悪
む
。
二
十
三
年
、
北
地
濾
水
の
人
、
蓋
呉
、
年
二
十
九
、
杏
城
天
台
に
於
い
て
挙
兵
し
虜
に

反
す
。
諸
も
ろ
の
戎
夷
普
ね
く
並
ん
で
響
応
し
、
衆
十
余
万
有
り
。
燾
、
呉
の
反
を
聞
き
、
其
の
名
を
悪
み
、
軍
を
累
遣
し
て
こ
れ

を
撃
ち
、
輒
ち
敗
る
。）

と
あ
る
。
こ
こ
に
、「
虜
中
謠
言
、「
滅
虜
者
呉
也
。」
燾
甚
悪
之
。（
虜
中
の
謠
言
に
、「
虜
を
滅
す
る
は
呉
な
り
。」
と
。
燾
甚
だ
こ
れ
を

悪
む
。）」
と
あ
る
。
武
功
を
第
一
に
考
え
、
帝
権
の
確
立
を
何
よ
り
も
望
ん
で
い
た
太
武
帝
に
と
っ
て
は
、
謠
言
を
後
ろ
盾
と
し
た
蓋
呉

の
反
乱
は
許
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
前
節
の
「
⑵
【
儒
教
の
側
面
】」
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
筆
者
の
説
は
こ
の
「
謠
言
」
が
北
魏
廃
仏

の
主
要
な
原
因
で
あ
る
と
し
て
い
る
。　

窪
添
慶
文
著
『
北
魏
史　

洛
陽
遷
都
の
前
と
後
』（
東
方
書
店　

二
〇
二
〇
年
〈
令
和
二
〉）
の
一
八
三
頁
に
、

・
・
・
。
そ
し
て
四
四
六
年
に
は
仏
教
弾
圧
に
踏
み
切
る
。
弾
圧
を
招
い
た
要
因
は
ふ
た
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
四
四
五
年
に
陝
西
省

中
部
か
ら
甘
粛
省
東
部
に
か
け
て
の
広
い
地
域
に
居
住
す
る
蓋
呉
（
が
い
ご
（
マ
マ
））
と
い
う
人
物
（
盧
水
（
ろ
す
い
）
胡
（
こ
）

一
二
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の
人
と
さ
れ
る
）
を
中
心
に
起
こ
し
た
大
反
乱
で
あ
り
、
北
魏
は
討
伐
に
苦
し
ん
だ
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
討
伐
に
向
か
っ
た
太
武
帝

が
入
っ
た
長
安
城
内
に
寺
院
で
武
器
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
寺
院
と
蓋
呉
と
の
連
携
と
断
じ
た
太
武
帝
は
、
崔
浩
の
進
言
に

よ
り
、
直
接
に
き
っ
か
け
と
な
っ
た
長
安
の
あ
る
寺
の
僧
侶
を
誅
殺
し
、
仏
像
を
焼
い
た
の
み
な
ら
ず
、
全
国
に
、
僧
侶
を
か
く
ま

う
こ
と
を
許
さ
ず
、
期
限
を
過
ぎ
て
も
出
て
来
な
い
場
合
は
、
僧
侶
本
人
を
処
刑
す
る
だ
け
で
な
く
、
か
く
ま
っ
た
者
の
一
門
を
も

誅
殺
す
る
と
い
う
厳
し
い
詔
を
発
出
し
た
の
で
あ
る
。・
・
・
。

と
あ
る
。
北
魏
太
武
帝
は
仏
教
を
内
包
し
た
道
教
で
あ
る
寇
謙
之
の
新
天
師
道
を
尊
信
す
る
道
教
君
主
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
崔
浩
の
廃
仏

の
進
言
は
的
を
射
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
、
疑
問
に
思
う
こ
と
は
、
蓋
呉
は
陝
西
省
中
部
か
ら
甘
粛

省
東
部
に
か
け
て
の
地
域
に
居
住
し
て
お
り
、
そ
の
地
域
は
蓋
呉
の
影
響
下
に
あ
っ
た
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
が
、
廃
仏
は
陝
西
省
中
部
か

ら
甘
粛
省
東
部
に
か
け
て
以
外
の
北
魏
全
土）

31
（

に
詔
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
廃
仏
が
行
わ
れ
た
要
素
と
し
て
「
寺

院
と
蓋
呉
と
の
連
携
」
以
外
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
何
故
な
ら
ば
、
北
魏
太
武
帝
は
、
仏
教
を
内
包
し
た
新
天
師
道

の
道
教
君
主
で
あ
っ
た
の
で
、「
寺
院
と
蓋
呉
と
の
連
携
」
か
ら
、
蓋
呉
の
影
響
下
に
あ
っ
た
陝
西
省
中
部
か
ら
甘
粛
省
東
部
に
か
け
て

の
地
域
の
廃
仏
を
行
っ
た
こ
と
は
当
然
で
は
あ
る
が
、「
全
国
に
、
僧
侶
を
か
く
ま
う
こ
と
を
許
さ
ず
、
期
限
を
過
ぎ
て
も
出
て
来
な
い

場
合
は
、
僧
侶
本
人
を
処
刑
す
る
だ
け
で
な
く
、
か
く
ま
っ
た
者
の
一
門
を
も
誅
殺
す
る
と
い
う
厳
し
い
詔
」
を
北
魏
全
土
に
発
し
た
の

は
、「
寺
院
と
蓋
呉
と
の
連
携
」
以
外
の
要
素
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
寺
院
と
蓋
呉
と
の
連
携
」
以
外
の
要
素
と
は
、

拙
稿
の
こ
れ
ま
で
の
考
察
で
は
、
こ
の
機
に
お
け
る
「
崔
浩
の
進
言
」
以
外
の
廃
仏
の
原
因
と
し
て
、
図
讖
に
類
す
る
「
謠
言
」
の
存
在

が
あ
り
、
前
節
「
⑵
儒
教
の
側
面
」
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
北
魏
太
武
帝
は
「
謠
言
を
完
膚
な
き
ま
で
に
抹
消
す
べ
く
、
蓋
呉
、
長
安
の

一
寺
院
、
僧
侶
、
仏
教
、
謠
言
、
図
讖
の
全
体
像
を
一
掃
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る）

32
（

。

ま
た
、
張
箭
著
『
三
武
一
宗
抑
佛
综
合
研
究
』（
世
界
图
书
出
版
广
东
有
限
公
司�

二
〇
一
五
年
）
が
あ
る
。
こ
の
本
の
十
八
頁
に
、

挟
图
谶
以
反
魏
的
僧
人
有
之
。
趁
盖
吴
起
义
机
，
与
义
军
通
谋
反
魏
的
僧
人
也
很
可
能
有
之
。（
図
讖
を
挟
蔵
し
て
魏
に
反
す
る
僧

侶
が
い
る
。（
こ
の
僧
侶
は
）
蓋
呉
の
起
義
の
機
会
を
利
用
し
て
、（
蓋
呉
の
）
義
軍
と
通
謀
し
て
魏
に
反
す
る
僧
侶
で
あ
る
可
能
性

一
三
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が
高
い
。）

と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
張
箭
は
僧
侶
と
図
讖
と
の
関
係
を
認
め
て
い
る）

33
（

。
北
魏
全
土
の
禍
乱
平
定
を
何
よ
り
も
望
む
太
武
帝
が
「
仏
教

―
僧
侶
―
図
讖
（
謠
言
）
―
蓋
呉
」
の
関
係
を
完
全
に
一
掃
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、廃
仏
は
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

「
寺
院
と
蓋
呉
と
の
連
携
」
以
外
の
図
讖
の
要
素
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
完
膚
な
き
廃
仏
は
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

結
「
北
魏
廃
仏
」
に
つ
い
て
研
究
を
す
る
に
は
、
先
ず
、
先
行
研
究
を
探
す
の
に
、
⑴
山
根
幸
夫
編
『
中
国
史
研
究
入
門　

上
』（
山
川

出
版
社　

一
九
八
三
年
〈
昭
和
五
八
〉）　

⑵
礪
波
護
・
岸
本
美
緒
・
杉
山
正
明
編
『
中
国
歴
史
研
究
入
門
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会　

二
〇
〇
六
年
〈
平
成
十
八
〉））　

⑶
Ｃ
ｉ
Ｎ
ｉ
ｉ　

⑷
Ｃ
Ｎ
Ｋ
Ｉ　

に
よ
り
そ
の
存
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
る）

31
（

。

今
回
、
Ｃ
Ｎ
Ｋ
Ｉ
で
得
た
近
年
の
中
国
の
研
究
論
文
に
、
拙
稿
「
図
讖
と
北
魏
の
廃
仏
に
つ
い
て
―
―
李
弘
と
劉
潔
・
蓋
呉
の
図
讖
禍

―
―
」（『
大
正
大
学
研
究
紀
要
』
第
一
〇
七
輯　

二
〇
二
二
年
〈
令
和
四
〉）
の
よ
う
な
、北
魏
太
武
帝
が
「
仏
教
―
僧
侶
―
図
讖
（
謠
言
）

―
蓋
呉
」
を
一
つ
の
も
の
と
し
て
全
て
一
掃
す
る
べ
く
の
完
膚
な
き
ま
で
の
廃
仏
を
し
た
と
の
観
点
の
論
文
は
、そ
の
類
例
が
な
か
っ
た
。

北
魏
廃
仏
研
究
に
つ
い
て
、
総
合
し
て
述
べ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
日
本
、
中
国
の
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
に
関
し
て
の
先
行
研
究
に

お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
拙
論
の
説
の
よ
う
な
廃
仏
の
主
な
原
因
を
図
讖
に
あ
る
と
し
た
研
究
は
な
い
。
こ
れ
は
何
故
か
と
い
え
ば
、
北
魏

太
武
帝
の
廃
仏
に
つ
い
て
の
日
本
、
中
国
の
先
行
研
究
に
お
い
て
、
⑴
道
教
の
側
面
・
・
・
寇
謙
之
の
新
天
師
道
が
仏
教
を
内
包
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
へ
の
考
察
考
慮
の
不
足　

⑵
儒
教
の
側
面
・
・
・
図
讖
に
対
す
る
考
察
考
慮
の
不
足　

の
二
つ
が
そ
の
主
な
理
由
で
あ

る
。
本
拙
稿
「
第
二
節　

Ｃ
Ｎ
Ｋ
Ｉ
に
お
け
る
北
魏
廃
仏
に
つ
い
て
」
の
諸
先
行
の
見
解
は
、
こ
の
⑴
・
⑵
を
考
慮
し
て
い
な
い
論
考
で

あ
る）

35
（

。
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一
五

つ
ま
り
、
従
来
の
仏
教
史
の
面
か
ら
の
研
究
、
正
史
資
料
の
面
か
ら
研
究
だ
け
で
は
な
く
て
、
前
述
の
⑴
・
⑵
の
よ
う
な
、
中
国
思
想

の
道
教
（
特
に
「
新
天
師
道
」）・
儒
教
（
特
に
「
図
讖
」）
の
側
面
等
か
ら
の
考
察
、
研
究
成
果
を
踏
襲
し
た
観
点
を
持
つ
北
魏
太
武
帝

の
廃
仏
に
つ
い
て
の
研
究
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
真
相
究
明
は
不
可
能
で
あ
る）

31
（

。　

註
釈（1）�

呂
宗
力
の
論
文
、「
魏
晋
南
北
朝
至
隋
禁
毀
讖
緯
始
末
」（『
高
敏
先
生
八
十
華
誕
纪
念
文
集
』
北
京�

綫
装
書
局�

二
〇
〇
六
年
）
の

主
張
に
つ
い
て
の
筆
者
の
見
解
は
、
先
に
、
拙
稿
「
太
平
真
君
五
年
正
月
以
前
の
蓋
呉
の
反
乱
に
つ
い
て
」（『
大
正
大
学
研
究
紀

要
』
第
一
〇
三
輯　

二
〇
一
八
〈
平
成
三
十
〉）
で
述
べ
た
。
因
み
に
、
向
燕
南
の
論
文
、「
北
魏
太
武
帝
灭
佛
原
因
考
辨
」（《
北
京

师
范
大
学
学
报
（
社
会
科
学
版
）》
一
九
九
四
年
第
二
期
）
に
つ
い
て
の
筆
者
の
見
解
は
、
拙
稿
「
北
魏
の
二
回
の
廃
仏
に
つ
い
て

―
特
に
向
燕
南
の
説
に
つ
い
て
―
」（『
廣
川
堯
敏
教
授
古
稀
記
念
論
集　

浄
土
教
と
佛
教
』　

山
喜
房
佛
書
林　

二
〇
一
四
年
〈
平

成
二
六
〉）
が
す
で
に
あ
る
。
当
本
稿
に
お
い
て
は
、
张
箭
の
論
文
、「
论
北
魏
灭
佛
之
特
点
」（『
徐
州
师
范
大
学
学
报
（
哲
学
社
会

科
学
版
）』
二
〇
〇
八
年
期
刊
三
）
と
著
書
の
『
三
武
一
宗
抑
佛
综
合
研
究
』（
世
界
图
书
出
版
广
东
有
限
公
司�

二
〇
一
五
年
）
に

つ
い
て
の
筆
者
の
見
解
を
述
べ
た
。
呂
宗
力
・
向
燕
南
・
張
箭
に
共
通
に
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
⑴
道
教
・
・
・
寇
謙
之
の
新
天
師

道
が
仏
教
を
内
包
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
へ
の
考
察
考
慮
の
不
足　

⑵
儒
教
・
・
・
図
讖
に
対
す
る
考
察
考
慮
の
不
足　

の
二
点
に

あ
る
。　

（2）
「
木
」
は
「
本
」
で
あ
る
。「
木
」
は
誤
植
で
あ
る
。

（3）
註

（2）
、
参
照
。

（4）
「
ぃ
」
は
「
い
て
」
の
誤
植
。

（5）
「
１
９
８
９
」
は
「
１
９
９
３
」
の
誤
植
。

（6）
註

（2）
、
参
照
。　
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（7）�「
ぃ
」
は
「
い
」
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。

（8）
註

（2）
、
参
照
。

（9）
註

（7）
、
参
照
。

（11）�

张
箭
の
当
本
稿
で
取
り
上
げ
た
以
前
の
こ
れ
ま
で
の
論
文
に
つ
い
て
は
、
先
の
拙
稿
の
「
中
国
に
於
け
る
北
魏
法
難
の
研
究
に
つ

い
て
」（『
大
正
大
学
研
究
紀
要
』
第
九
十
五
輯　

二
〇
一
〇
年
〈
平
成
二
二
〉）�

の
「
三　

孟
慶
楠
の
紹
介
し
た
資
料
に
つ
い
て
」

の
〈
④
张
箭
「
论
导
致
北
魏
灭
佛
的
直
接
原
因
暨
罪
证
」《
西
南
民
族
学
院
学
报
（
哲
学
社
会
科
学
版
）》
二
〇
〇
〇
年
第
十
二
期
〉・

〈
⑮
张
箭
「
三
武
一
宗
灭
佛
研
究
」（
四
川
大
学
博
士
论
文　

二
〇
〇
一
年
）〉
が
あ
る
。

（11）
当
本
稿
で
示
し
た
よ
う
に
都
合
、
四
つ
の
筆
者
の
論
文
が
呂
宗
力
、
张
箭
の
研
究
文
献
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
因
み
に
、
拙
稿

「
寇
謙
之
研
究
の
一
側
面
」（『
川
勝
守
・
賢
亮
博
士
古
稀
記
念　

東
方
学
論
集
』
汲
古
書
院　

二
〇
一
三
年
〈
平
成
二
五
〉）
の�

（
注

３
）
に
こ
れ
ま
で
の
拙
稿
、
四
十
八
本
の
論
文
名
を
記
し
た
。
こ
れ
以
外
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
１
・
・
・「（
研
究
ノ
ー
ト
）
北
魏

法
難
と
図
讖
の
研
究
に
つ
い
て
」（『
東
洋
哲
学
研
究
』
創
刊
号　

鈴
木
印
刷　

二
〇
一
四
年
〈
平
成
二
六
〉）　

２
・
・
・「
北
魏
の

二
回
の
廃
仏
に
つ
い
て
―
特
に
向
燕
南
の
説
に
つ
い
て
―
」（『
廣
川
堯
敏
教
授
古
稀
記
念
論
集　

浄
土
教
と
佛
教
』　

山
喜
房
佛
書

林　

二
〇
一
四
年
〈
平
成
二
六
〉）　

３
・
・
・「
北
魏
廃
仏
の
説
に
つ
い
て
―
―
蓋
呉
と
図
讖
と
僧
侶
の
関
係
―
―
」（『
小
此
木
輝

之
先
生
古
稀
記
念
論
文
集　

歴
史
と
文
化
』　

青
史
出
版　

二
〇
一
六
年
〈
平
成
二
十
八
〉）　

４
・
・
・「
太
平
真
君
五
年
正
月
以
前

の
蓋
呉
の
反
乱
に
つ
い
て
」（『
大
正
大
学
研
究
紀
要
』
第
一
〇
三
輯　

二
〇
一
八
〈
平
成
三
十
〉）　

５
・
・
・「『
魏
書
』
釈
老
志
に

お
け
る
北
魏
の
廃
仏
に
つ
い
て
」（『
大
正
大
学
研
究
紀
要
』
第
一
〇
四
輯　

二
〇
一
九
〈
平
成
三
十
一
〉）　

６
・
・
・「
図
讖
と
北

魏
の
廃
仏
に
つ
い
て
―
―
李
弘
と
劉
潔
・
蓋
呉
の
図
讖
禍
―
―
」（『
大
正
大
学
研
究
紀
要
』第
一
〇
七
輯
』　

二
〇
二
一
年〈
令
和
三
〉）

以
上
の
六
本
で
あ
る
。
更
に
、
こ
れ
ら
の
拙
論
の
主
張
を
纏
め
て
、
従
来
の
研
究
の
定
説
と
は
異
な
る
、
新
説
で
あ
る
春
本
説
の
提

示
を
し
た
単
著
『
北
魏
法
難
の
研
究
』（
汲
古
書
院　

二
〇
〇
二
年
〈
平
成
十
四
〉�

私
家
版
）・『
北
魏
法
難
と
図
讖
の
研
究
』（
汲
古

書
院　

二
〇
一
二
年
〈
平
成
二
四
〉�

私
家
版
）・『
北
魏
廃
仏
と
図
讖
の
研
究
』（
汲
古
書
院　

二
〇
一
三
年
〈
平
成
二
五
〉
私
家
版
）

一
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が
あ
る
。

（12）
初
め
、
二
〇
二
二
年
〈
令
和
四
〉
三
月
十
五
日
に
、
大
正
大
学
仏
教
学
部
の
石
川
琢
道
准
教
授
よ
り
、
Ｃ
Ｎ
Ｋ
Ｉ
の
存
在
の
示
唆

を
受
け
た
。
そ
の
後
、
Ｃ
Ｎ
Ｋ
Ｉ
の
公
開
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、https://kns.cnki.net/kns8/defaultresult/index　

で
、「
三
武
一

宗
」・「
北
魏
廃
仏
」
に
つ
い
て
の
論
文
検
索
を
し
た
。
先
に
、「
北
魏
廃
仏
」
に
つ
い
て
の
中
国
の
論
文
に
つ
い
て
の
拙
稿
、「
中
国

に
於
け
る
北
魏
法
難
の
研
究
に
つ
い
て
」（『
大
正
大
学
研
究
紀
要
』
第
九
五
輯　

二
〇
一
〇
年
〈
平
成
二
二
〉）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、

二
〇
〇
八
年
〈
平
成
二
十
〉
五
月
に
、
北
京
大
学
図
書
館
で
、
検
索
を
し
て
、
そ
の
結
果
得
ら
れ
た
論
文
資
料
を
用
い
て
の
論
考
で

あ
っ
た
。
今
回
の
拙
稿
は
、
こ
の
続
編
に
相
当
す
る
。
前
回
、
用
い
た
論
文
で
は
な
い
新
出
の
「
北
魏
廃
仏
」
に
つ
い
て
の
中
国
の

論
文
、
十
六
本
の
存
在
を
Ｃ
Ｎ
Ｋ
Ｉ
の
公
開
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
知
り
得
た
。
こ
れ
を
、
大
正
大
学
図
書
館
、
大
正
大
学
大
学
院
宗
教

学
修
士
課
程
２
年
の
尹
紹
恒
（
学
籍
番
号
２
１
０
３
０
３
６
）、
東
方
書
店
業
務
セ
ン
タ
ー
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
部
の
協
力
を
得
て
、

二
〇
二
二
年
〈
令
和
四
〉
五
月
十
八
日
に
十
六
本
の
論
文
を
全
て
入
手
し
た
。
当
本
稿
は
こ
れ
ら
の
十
六
の
諸
論
考
を
新
た
に
入
手

し
た
こ
と
に
よ
る
こ
と
が
執
筆
の
主
な
動
機
と
な
っ
て
い
る
。

（13）
こ
れ
ま
で
の
従
来
の
筆
者
の
北
魏
廃
仏
に
つ
い
て
の
見
解
は
、
先
の
拙
稿
「
図
讖
と
北
魏
の
廃
仏
に
つ
い
て
―
―
李
弘
と
劉
潔
・
蓋

呉
の
図
讖
禍
―
―
」（『
大
正
大
学
研
究
紀
要
』
第
一
〇
七
輯�

二
〇
二
二
年
〈
令
和
四
〉）
の
註

（3）
、
参
照
。
更
に
、
註

（11）
の
北
魏
廃

仏
に
つ
い
て
の
五
十
五
本
の
拙
稿
、
参
照
。

（11）
拙
稿
に
、「
日
本
に
於
け
る
北
魏
法
難
の
研
究
に
つ
い
て
―
先
考
研
究
に
つ
い
て
―
」（『
宇
高
良
哲
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
「
歴
史

と
仏
教
」』（
文
化
書
院
）　

二
〇
一
二
年
〈
平
成
二
四
〉）�・「
中
国
に
於
け
る
北
魏
法
難
の
研
究
に
つ
い
て
」（『
大
正
大
学
研
究
紀

要
』
第
九
十
五
輯　

二
〇
一
〇
年
〈
平
成
二
二
〉）・「
北
魏
法
難
の
実
態
解
明
に
つ
い
て
」（『
大
正
大
学
研
究
紀
要
』
第
九
十
四
輯

二
〇
〇
九
年
〈
平
成
二
一
〉）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
拙
稿
で
、
既
に
、
日
本
、
中
国
の
先
行
研
究
に
つ
い
て
述
べ
た
。
本
節
で
は
、

こ
れ
ら
を
ま
と
め
て
、
更
に
、
近
年
の
Ｃ
Ｎ
Ｋ
Ｉ
で
の
中
国
の
研
究
論
文
に
つ
い
て
も
触
れ
て
、
総
括
し
て
、「
北
魏
廃
仏
」
の
先

行
研
究
の
所
在
に
つ
い
て
述
べ
た
。
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（15）
羽
仁
真
智
「
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
毀
釈
に
関
す
る
一
考
察
」（『
茅
茨
』
三　

東
洋
史
会
（
青
山
学
院
大
学
文
学
部
史
学
科
内
）　

一
九
八
七
〈
昭
和
六
二
〉）
の
論
文
は
、Ｃ
ｉ
Ｎ
ｉ
ｉ
の
検
索
（
二
〇
二
二
年
〈
令
和
四
〉
五
月
五
日
）
で
も
、日
本
印
度
学
仏
教
学
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
（
Ⅰ
Ｎ
Ｂ
Ｕ
Ｄ
Ｓ
）
の
検
索
（
二
〇
二
二
年
〈
令
和
四
〉
五
月
五
日
）
で
も
検
索
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（11）
孟
慶
楠
は
、
大
正
大
学
文
学
部
歴
史
文
化
学
科
へ
の
短
期
留
学
生�

（
二
〇
〇
七
年
〈
平
成
十
九
〉
四
月
か
ら
二
〇
〇
八
年
〈
平
成

二
十
〉
八
月
）・
・
・
北
京
大
学
哲
学
研
究
科
中
国
哲
学
修
士
課
程
二
年　

で
あ
る
。
こ
の
孟
慶
楠
が
、
二
〇
〇
八
年
〈
平
成
二
十
〉

四
・
五
月
に
北
京
大
学
図
書
館
で
論
文
検
索
し
て
得
た
中
国
の
論
文
デ
ー
タ
を
筆
者
に
提
供
し
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
、

「
北
魏
法
難
の
実
態
解
明
に
つ
い
て
」（『
大
正
大
学
研
究
紀
要
』
第
九
十
四
輯　

二
〇
〇
九
年
〈
平
成
二
一
〉）、
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（17）
註

（11）
に
あ
る
諸
拙
稿
は
、「
⑴
山
根
幸
夫
編
『
中
国
史
研
究
入
門　

上
』（
山
川
出
版
社　

一
九
八
三
年
〈
昭
和
五
八
〉）　

⑵
礪
波
護
・

岸
本
美
緒
・
杉
山
正
明
編
『
中
国
歴
史
研
究
入
門
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会　

二
〇
〇
六
年
〈
平
成
十
八
〉）　

⑶
Ｃ
ｉ
Ｎ
ｉ
ｉ　

⑷

Ｃ
Ｎ
Ｋ
Ｉ
」
で
、
ほ
ぼ
知
り
得
な
い
。

（11）
北
魏
廃
仏
に
つ
い
て
は
、前
述
の
拙
稿
、「
北
魏
法
難
の
実
態
解
明
に
つ
い
て
」（『
大
正
大
学
研
究
紀
要
』第
九
四
輯　

二
〇
〇
九
年〈
平

成
二
一
〉）�・「
中
国
に
於
け
る
北
魏
法
難
の
研
究
に
つ
い
て
」（『
大
正
大
学
研
究
紀
要
』
第
九
五
輯　

二
〇
一
〇
年
〈
平
成
二
二
〉）

に
お
い
て
、１
・・・
向
燕
南「
北
魏
太
武
帝
灭
佛
原
因
考
辨
」（《
北
京
师
范
大
学
学
报（
社
会
科
学
版
）》一
九
九
四
年
第
二
期
）　

２
・・・

栾
贵
川
「
北
魏
太
武
帝
灭
佛
原
因
新
论
」（《
中
国
史
研
究
》
一
九
九
七
年
第
二
期
）　

３
・・・
孙
晓
莹
「
浅
析
北
魏
太
武
帝
灭
佛
原
因
」

（《
当
代
宗
教
研
究
》
二
〇
〇
〇
年
第
三
期
）　

４
・・・
张
箭
「
论
导
致
北
魏
灭
佛
的
直
接
原
因
暨
罪
证
」（《
西
南
民
族
学
院
学
报
（
哲

学
社
会
科
学
版
）》
二
〇
〇
〇
年
第
十
二
期
）　

５
・
・
・
李
春
祥
「
北
魏
太
武
帝
与
周
武
帝
灭
佛
之
异
同
」（《
通
化
师
范
学
院
学
报
》

二
〇
〇
一
年
第
二
十
二
踏
ま
え
た
卷
第
三
期
）　

６
・
・
・
劉
淑
芬
「
從
民
族
史
的
角
度
看
太
武
滅
佛
」（《
中
央
研
究
院
歷
史
语
言

研
究
所
集
刊
》
二
〇
〇
一
年
三
月
）　

７
・
・
・
李
玉
芳
「
北
魏
太
武
帝
灭
佛
原
因
浅
析
」（《
宜
宾
学
院
学
报
》
二
〇
〇
四
年
第
四

卷
第
一
期
）　

８
・
・
・
王
勇
「
太
武
帝
大
规
模
＇
灭
佛
＇
原
因
初
探
」（《
燕
北
师
范
学
院
学
报
》
二
〇
〇
四
年
第
四
期
）　

９
・
・
・

陈
燕
「
北
魏
太
武
帝
崇
道
抑
佛
的
回
顾
与
反
思
」（《
云
南
民
族
大
学
学
报
（
哲
学
社
会
科
学
版
）》,

二
〇
〇
五
年
第
四
期
）　

10
・・・

一
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王
勇
「
北
魏
前
期
佛
教
文
化
初
探
」（《
晋
中
学
院
学
报
》
二
〇
〇
五
年
第
二
期
）　

11
・・・
肖
黎
「
论
北
朝
的
两
次
灭
佛
斗
争
」（《
河

北
学
刊
》
一
九
九
二
年
第
一
期
）　

12
・
・
・
施
光
明
「
北
朝
的
寺
院
经
济
和
反
佛
浪
潮
」（《
浙
江
学
刊
》
一
九
九
三
年
第
一
期
）　

13
・
・
・
吴
平
「
北
朝
的
兴
佛
与
灭
佛
」（《
华
夏
文
化
》
二
〇
〇
〇
年
第
三
期
）　

に
つ
い
て
の
筆
者
の
見
解
を
明
確
に
し
た
。
こ

の
二
本
の
拙
稿
の
結
論
と
し
て
は
、
要
旨
と
し
て
述
べ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。〈
⑴
日
本
お
い
て
定
説
と
な
っ
て
い
る
塚
本
善
隆

先
生
の
「
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
の
中
心
人
物
は
崔
浩
で
あ
る
。」
と
の
説
を
春
本
説
で
は
、「
非
」
と
し
、「
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
の

中
心
人
物
は
太
武
帝
自
身
で
あ
る
。」
と
し
た
。
⑵
春
本
説
を
参
考
と
し
て
い
な
い
春
本
説
と
同
様
の
説
は
中
国
に
於
け
る
北
魏
法

難
の
研
究
論
文
の
諸
説
に
於
い
て
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
⑶
完
膚
無
き
迄
の
全
国
の
廃
仏
を
仏
教
を
内
包
し
た
世
界
観
を
持
つ

寇
謙
之
の
新
天
師
道
の
道
教
君
主
で
あ
っ
た
太
武
帝
は
行
な
っ
て
は
い
け
な
い
事
情
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
国
の
諸
説

は
上
記
の
如
く
の
理
解
の
無
い
所
に
立
説
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
問
題
点
が
あ
る
。
⑷
「
謠
言
―
図
讖
―
僧
侶
―
仏
教
」
の
密
接
な

連
関
の
も
と
に
、
図
讖
禁
絶
と
連
携
し
て
完
膚
無
き
迄
の
廃
仏
を
す
る
必
要
性
が
太
武
帝
に
は
あ
っ
た
。
⑸
北
魏
の
法
難
を
図
讖
禁

絶
の
側
面
か
ら
論
究
す
る
と
、
上
記
⑶
の
理
由
が
あ
っ
た
と
し
て
も
上
記
⑷
の
理
由
に
よ
り
、
太
武
帝
は
完
膚
無
き
迄
の
全
国
の
廃

仏
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
⑹
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
と
図
讖
禁
絶
は
同
じ
時
期
に
行
わ
れ
、
そ
の
行
わ
れ
た
理

由
は
図
讖
禁
絶
が
「
主
」
で
廃
仏
は
「
従
」
の
力
関
係
の
間
柄
に
於
い
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。〉、
で
あ
る
。
こ
こ
の
⑶
・
⑷
・
⑸

の
筆
者
の
見
解
に
つ
い
て
は
、当
本
拙
稿
の
「
結
」
に
お
い
て
、〈
中
国
思
想
の
道
教
（
特
に
「
新
天
師
道
」）・
儒
教
（
特
に
「
図
讖
」）

の
側
面
等
か
ら
の
考
察
、
研
究
成
果
を
踏
襲
し
た
観
点
を
持
つ
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
に
つ
い
て
の
研
究
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
真
相
究

明
は
不
可
能
で
あ
る
。〉、
で
あ
る
。　

（19）
註

（12）
、
参
照
。

（21）
当
本
稿
の
、
第
二
節
【
⑵�

儒
教
の
側
面
】、
第
三
節
、
並
び
に
、
註

（13）
、
参
照
。

（21）
北
魏
社
会
経
済
の
圧
迫
か
ら
一
部
分
の
廃
仏
が
行
わ
れ
た
と
す
る
こ
と
は
理
解
が
可
能
で
は
あ
る
が
、
完
膚
な
き
ま
で
の
全
国
的
な

廃
仏
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
が
、
北
魏
社
会
経
済
の
圧
迫
か
ら
と
す
る
の
は
、
仏
教
を
内
包
し
た
道
教
の
君
主
で
あ
る
太
武
帝
で
あ
る

一
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こ
と
か
ら
し
て
、
無
理
な
見
解
で
あ
る
。
註

（27）
、
参
照
。

（22）
北
魏
太
武
帝
の
政
治
と
相
反
す
る
仏
教
の
勢
力
に
対
し
て
、
廃
仏
を
（
部
分
的
に
）
行
っ
た
、
と
言
う
の
な
ら
ば
、
理
解
が
で
き
る
。

し
か
し
、
全
国
的
な
完
膚
な
き
ま
で
の
廃
仏
が
行
わ
れ
た
と
す
る
の
は
、
仏
教
を
内
包
し
た
道
教
の
君
主
で
あ
る
太
武
帝
で
あ
る
こ

と
か
ら
し
て
、
無
理
で
あ
る
。
註

（27）
、
参
照
。

（23）
「
外
来
の
仏
教
」
を
内
包
し
た
新
天
師
道
の
寇
謙
之
の
道
教
を
尊
信
し
た
道
教
君
主
で
あ
る
北
魏
太
武
帝
は
、「
外
来
の
仏
教
」
を

大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
情
が
あ
る
。
つ
ま
り
、「
外
来
の
仏
教
」
を
初
め
か
ら
非
と
す
る
中
華
思
想
に
よ
り
、
太
武

帝
は
「
外
来
の
仏
教
」
を
廃
絶
し
た
と
す
る
見
解
は
、
的
を
射
て
い
な
い
、
不
可
解
な
見
解
で
あ
る
。�

註
（27）

、
参
照
。

（21）
多
く
の
廃
仏
の
原
因
が
考
え
ら
れ
、
ど
れ
も
、
決
定
的
で
な
い
と
し
た
見
解
が
あ
る
が
、
図
讖
か
ら
北
魏
の
廃
仏
の
原
因
を
考
察
す

る
と
、
全
国
的
な
完
膚
な
き
ま
で
の
廃
仏
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
太
武
帝
に
は
あ
っ
た
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
に

な
る
。
拙
稿
、「
図
讖
と
北
魏
の
廃
仏
に
つ
い
て
―
―
李
弘
と
劉
潔
・
蓋
呉
の
図
讖
禍
―
―
」（『
大
正
大
学
研
究
紀
要
』
第
一
〇
七

輯　

二
〇
二
二
年
〈
令
和
四
〉）、
註

（27）
、
参
照
。

（25）
こ
の
〔
５
〕
の
見
解
で
北
魏
全
土
の
完
膚
な
き
廃
仏
が
行
わ
れ
た
と
す
る
の
は
、
少
し
故
あ
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
が
、
人
間
は

誰
で
も
喜
怒
哀
楽
の
情
が
あ
り
、
そ
の
一
部
分
を
取
り
上
げ
て
狂
気
の
精
神
疾
病
を
持
っ
て
と
の
論
を
展
開
す
る
こ
と
は
、
少
々
、

無
理
で
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
太
武
帝
が
狂
気
の
精
神
疾
病
を
持
っ
て
い
て
、
と
言
う
よ
り
も
、
深
慮
遠
謀
を
持
っ
た
正
常
な

人
間
で
あ
っ
た
と
し
て
、北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
事
件
を
ど
の
よ
う
に
見
る
の
か
、が
こ
れ
ま
で
の
従
来
の
多
く
の
論
考
、考
察
で
あ
っ

た
。
北
魏
太
武
帝
を
狂
気
の
精
神
疾
病
者
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
面
も
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
為
に

全
国
的
な
完
膚
な
き
ま
で
の
廃
仏
が
行
わ
れ
た
と
す
る
こ
と
は
、
正
史
で
あ
る
『
魏
書
』
の
世
祖
紀
や
釈
老
志
に
お
い
て
、
そ
の
確

認
、
確
証
は
得
ら
れ
な
い
。
拙
稿
、「『
魏
書
』
釈
老
志
に
お
け
る
北
魏
の
廃
仏
に
つ
い
て
」（『
大
正
大
学
研
究
紀
要
』
第
一
〇
四
輯

　

二
〇
一
九
〈
平
成
三
十
一
〉）、
註

（27）
、
参
照
。　
　

（21）
廃
仏
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
註

（21）
・
註

（27）
、
参
照
。

二
〇
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（27）
拙
稿
の
見
解
で
は
、
北
魏
太
武
帝
は
仏
教
を
内
包
し
た
新
天
師
道
の
寇
謙
之
の
道
教
を
尊
信
し
た
道
教
君
主
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

儒
教
官
僚
の
崔
浩
が
廃
仏
を
進
言
す
れ
ば
進
言
す
る
ほ
ど
に
、
太
武
帝
は
崔
浩
を
失
脚
さ
せ
よ
う
と
す
る
方
向
へ
気
持
ち
が
傾
く
と

考
え
る
。
そ
れ
に
、
仏
道
二
教
の
対
立
構
造
か
ら
の
完
膚
な
き
ま
で
の
全
国
的
な
廃
仏
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
す
る
の
は
、
仏
教
を
内

包
し
た
新
天
師
道
の
道
教
君
主
で
あ
る
太
武
帝
か
ら
し
て
不
可
解
な
見
解
で
あ
る
。
拙
稿
、「
北
魏
の
図
讖
禁
絶
―
―
特
に
太
武
帝

時
に
つ
い
て
―
―
」（『
大
正
大
学
研
究
紀
要
』
第
九
十
二
輯　

二
〇
〇
七
年
〈
平
成
一
九
〉）、
並
び
に
、
註

（11）
の
諸
拙
稿
、
参
照
。

（21）
北
魏
太
武
帝
の
側
近
は
寇
謙
之
と
崔
浩
の
二
人
で
あ
る
。太
武
帝
は
仏
教
を
内
包
し
た
新
天
師
道
の
寇
謙
之
の
道
教
を
尊
信
し
た「
道

教
君
主
」
で
あ
り
、
儒
教
官
僚
で
あ
る
崔
浩
の
儒
教
国
家
を
目
指
す
こ
と
に
同
調
し
た
「
儒
教
君
主
」
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
崔
浩

が
廃
仏
を
進
言
す
れ
ば
進
言
す
る
ほ
ど
に
、太
武
帝
は
崔
浩
を
失
脚
さ
せ
よ
う
と
す
る
方
向
へ
気
持
ち
が
傾
く
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

「
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
は
、（
宰
相
崔
浩
の
助
言
を
聞
き
入
れ
て
、）
儒
教
国
家
の
確
立
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
。」
と
す
る
の
は
理

解
不
可
能
な
見
解
で
あ
る
。
註

（27）
、
参
照
。

（29）
註

（11）
の
諸
拙
稿
、
並
び
に
、
註

（13）
、
参
照
。

（31）
当
本
稿
で
は
、
十
六
の
中
国
の
諸
論
文
に
つ
い
て
の
筆
者
の
見
解
を
述
べ
た
。〔
５
〕
の
７
の
論
文
に
つ
い
て
は
註

（25）
参
照
。
ま
た
、

〔
６
〕
の
９
・
１
０
の
論
文
に
つ
い
て
は
、
初
め
か
ら
廃
仏
の
原
因
に
つ
い
て
の
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
因
み
に
、
包
括
的
に

大
所
高
所
か
ら
鳥
瞰
を
し
て
広
義
的
に
考
え
る
と
、
こ
の
中
国
の
十
六
の
諸
論
文
を
も
含
め
て
、
今
ま
で
の
先
行
研
究
、
全
て
に
お

い
て
、「
⑴
【
道
教
の
側
面
】・
⑵
【
儒
教
の
側
面
】」
の
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
に
関
し
て
の
考
察
が
不
足
し
て
い
る
。
註

（11）
の
諸
拙
稿
、

参
照
。

（31）
『
魏
書
』
巻
百
十
四
、
釈
老
志
、
太
平
真
君
七
年
三
月
、
に
あ
る
よ
う
に
、
太
平
真
君
七
年
（
四
四
六
）
に
堂
塔
伽
藍
を
悉
く
破
却

し
て
仏
図
及
び
胡
経
を
み
な
撃
破
焚
焼
す
べ
き
こ
と
、及
び
、沙
門
は
少
長
と
な
く
悉
く
生
き
埋
め
に
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
。更
に
、

『
高
僧
伝
』
巻
十
曇
始
伝
（
大
正
五
十
・
三
九
二
中
）
に
、「
宣
告
征
鎮
諸
軍
、
刺
吏
」、「
統
内
僧
尼
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
よ
う
に
、

太
武
帝
は
北
魏
全
土
に
対
し
て
完
膚
な
き
廃
仏
を
し
た
。
註

（11）
、
参
照
。

二
一
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（32）
註

（11）
・
註

（21）
、
参
照
。　

（33）
張
箭
は
当
本
稿
の
「
は
じ
め
に
」
に
記
し
た
よ
う
に
、
拙
稿
の
四
本
の
論
文
の
存
在
を
知
り
得
て
い
る
。
張
箭
著
『
三
武
一
宗
抑
佛

综
合
研
究
』（
世
界
图
书
出
版
广
东
有
限
公
司�

二
〇
一
五
年
）
に
は
、
以
上
の
四
本
の
拙
稿
を
注
記
は
し
て
い
る
が
、
筆
者
の
論
考

を
踏
ま
え
た
と
言
う
そ
の
明
確
な
指
摘
、
論
述
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
張
箭
が
僧
侶
と
図
讖
と
の
関
係
を
認
め
る
の
な
ら
ば
、

拙
稿
の
主
張
の
、「
北
魏
全
土
の
禍
乱
平
定
を
何
よ
り
も
望
む
太
武
帝
が
「
仏
教
―
僧
侶
―
図
讖
（
謠
言
）
―
蓋
呉
」
の
関
係
を
完

全
に
一
掃
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、廃
仏
は
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。」
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、張
箭
著
『
三

武
一
宗
抑
佛
综
合
研
究
』（
世
界
图
书
出
版
广
东
有
限
公
司�

二
〇
一
五
年
）
の
七
十
二
頁
に
、「
以
上
我
们
概
括
总
结
了
北
魏
太
武

帝
灭
佛
的
五
大
特
点
，・
・
・
；
二
是
起
因
最
独
特
，
主
要
是
政
治
原
因
；
・
・
・
。（
以
上
、
概
括
し
て
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
を
総

結
し
た
五
つ
の
大
き
な
点
と
し
て
は
、・
・
・
、
第
二
は
起
因
が
最
も
独
特
で
あ
り
、
主
要
は
政
治
原
因
で
あ
る
、・
・
・
。）」
と
あ

る
。
つ
ま
り
、
張
箭
は
、
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
を
総
結
し
て
、
そ
の
起
因
の
主
要
は
政
治
原
因
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
太
武
帝
の
図
讖
に
つ
い
て
の
考
察
を
考
慮
し
た
上
で
の
論
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
註

（1）
、
註

（11）
、

註
（11）

、
参
照
。

（31）
註

（17）
、
参
照
。

（35）
註

（31）
、
参
照
。

（31）
従
来
、
日
本
に
お
い
て
は
塚
本
善
隆
先
生
の
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
に
お
け
る
研
究
が
妥
当
で
あ
る
と
し
て
定
理
定
論
と
な
っ
て
定
説

化
し
て
い
る
。
塚
本
善
隆
先
生
は
仏
教
史
の
面
か
ら
の
研
究
で
あ
り
、
道
教
（
特
に
「
新
天
師
道
」）・
儒
教
（
特
に
「
図
讖
」）
の

側
面
に
つ
い
て
の
見
識
が
浅
い
。
併
せ
て
、
中
国
の
諸
論
考
に
お
い
て
も
、
道
教
（
特
に
「
新
天
師
道
」）・
儒
教
（
特
に
「
図
讖
」）

の
側
面
に
つ
い
て
、
充
分
な
見
識
を
持
っ
た
上
で
の
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
に
つ
い
て
の
論
考
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
註

（1）
・

註
（11）

・�

註
（21）

・
註

（22）
・�

註
（23）

・�

註
（21）

・�

註
（25）

・
註

（21）
・
註

（27）
・
註

（21）
、
註

（29）
・
註

（31）
、
参
照
。
因
み
に
、
筆
者
の
説
は
、
当
本
稿
、

第
二
節
・
第
三
節
に
お
い
て
そ
の
主
な
見
解
の
要
点
を
述
べ
た
。
詳
し
く
は
、
註

（11）
の
諸
拙
稿
、
参
照
。

二
二


